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第 1章 はじめに 

１. 計画の概要 

（１） 背景と目的 

 平成 7年 1月の阪神・淡路大震災では、地震により 6,434人の尊い命が奪われました。このうち地震による

直接的な死者数は 5,502人であり、約 9割の 4,831人が住宅・建築物の倒壊によるものでした。 

 この教訓を踏まえて、国は、平成 7 年 10 月に建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年 12 月

施行。以下「耐震改修促進法」という。）を制定し、建築物の耐震化に取り組んできています。 

 

 都では、この耐震改修促進法に基づき、平成19年 3月に東京都耐震改修促進計画（以下「都計画」とい

う。）を策定し、建築物の耐震化施策を総合的に進めています。 

 こうした動きを踏まえ、市でも、平成20年12月に耐震改修促進法に基づく日野市耐震改修促進計画（以

下「本計画」という。）を策定し、見直し等を行いつつ、建築物の耐震化に取り組んでおります。 

 計画期間内の、平成 23 年 3 月 11 日には東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災が発

生しました。また、平成 24 年４月には、新たな首都直下地震等による東京の被害想定が公表されるとともに、

平成25年12月には、中央防災会議から首都直下地震の被害想定と対策についての最終報告があり、首都

直下地震の切迫性と建築物の倒壊を要因とする人命・財産の被害の大きさが改めて示されました。 

その後も、平成 28年 4月には熊本地震、平成 30年 9月には北海道胆振東部地震など大地震が頻発し

ており、平成 30 年 6 月には大阪府北部を震源とする地震において塀の倒壊による人的被害が発生しておりま

す。 

また、令和６年１月１日に能登半島地震も発生しており、多数の人的被害が発生する中でも建物の倒壊

による被害が多く、耐震性の確保が強く求められております。 

 このような社会情勢から、東京都では令和 12 年度までを計画期間として耐震化の新たな目標と施策が示さ

れる予定です。 

 市においても、これまでの計画の実施状況やその成果を検証しつつ、市の基本構想・基本計画である日野地

域未来ビジョン 2030 やまちづくりマスタープラン及び日野市国土強靭化地域計画に即し、日野市地域防災計

画など関連計画とも整合を図りながら、災害に強く、誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現するために本計画

を策定します。
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【耐震改修促進計画に係わる主な動き】 

 

・平成 19年 3月：東京都が耐震改修促進計画を策定 

・平成 20年 12月：日野市耐震改修促進計画の策定 

・平成 23年 ３月：第 5次日野市基本構想・基本計画（2020 プラン）の策定 

・平成 24年 4月：新たな首都直下地震等による東京の被害想定の公表 

・平成 25年 5月：耐震改修促進法の改正 

※耐震診断の義務付け、区分所有建築物の耐震改修に関する特例措置 等 

・平成 25 年 12 月：中央防災会議・首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 

・平成 26年 3月：日野市地域防災計画の改定 

・平成 26年 4月：東京都耐震改修促進計画の改定（※法改正への対応） 

・平成 26年 6月：マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正 

※耐震性を満たさないマンションの建替え等に際して、容積率緩和の特例、敷地売却制度の創設 等 

・平成 26年 7月：東京都地域防災計画＜震災編＞の修正 

・平成 27年 3月：日野市住宅マスタープランの改定 

・平成 28年 3月：東京都耐震改修促進計画の改定 

※平成 37 年度に目標期間延伸・目標値引き上げ、特定緊急輸送道路沿建築物の耐震化加速 等 

   ・平成 28年 4月：日野市耐震改修促進計画の改定 

      ※計画期間を平成 28年度から平成 32年度へと延伸、分譲マンションに対する助成制度の創設 等 

   ・令和 元年 7月：東京都地域防災計画＜震災編＞の修正   

・令和 ２年 ３月：東京都耐震改修促進計画の一部改定 

  ※特定緊急輸送道路沿建築物の検証、通行障害となる組積塀に関する方針 等 

・令和 3年 ３月：東京都耐震改修促進計画の改定 

  ※ 耐震化の新たな目標や施策 等 

・令和 3年 6月：日野市地域防災計画の改定 

・令和 ４年 ５月：首都直下地震等による東京の被害想定の見直し 

・令和 5年 3月：東京都耐震改修促進計画の改定 

  ※ 新耐震基準の木造住宅や緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化施策の更新 等 

   ・令和 ５年 5月：東京都地域防災計画＜震災編＞の修正   

・令和 8年 ３月：東京都耐震改修促進計画の改定(予定) 
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計画の位置づけ 

 本計画は、耐震改修促進法第 6条第 1項に基づき策定しています。 

 改定に際し、都計画を踏まえ、日野地域未来ビジョン 2030、日野市まちづくりマスタープラン、日野市地域防

災計画や日野市国土強靭化地域計画等との整合を図ります。 

 

図 1 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 本計画の計画期間と検証年次 

 本計画は計画期間を令和８年度から令和１２年度までの５年間とし、目標値の設定や耐震化へ向けた取

組を行います。なお、社会情勢の変化や、計画の実施状況に適切に対応するため、定期的に検証を行い、必

要に応じて施策の見直しなど計画の改定を行っていきます。 

国 災害対策基本法 
耐震改修促進法 

東京都地域防災計画 東京都耐震改修促進計画 

日野市地域防災計画 日野地域未来ビジョン 

2030 

東京都 

日野市耐震改修促進計画 

日野市まちづくり 

マスタープラン、日

野市国土強靭化

地域計画等 

各種計画 

各種事業 

日野市 

防災基本計画 
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対象区域と対象建築物 

 本計画の対象区域は、市全域とします。 

 本計画の対象建築物は、市内に存在する建築物のうち昭和 56年 5月 31日以前に着工され、現在の建

築基準法等の耐震関係規定（新耐震基準）に適合していないもの、その他これに類するもので市が認めた

ものとします。なお、国立施設及び都立施設については対象外とします。 

対象建築物の種類 内 容 備考 

(1) 

緊急輸送道路沿道建築物 

  

特定緊急輸送道路沿道建築物 
・特定緊急輸送道路に接する一定高さを超

える建築物[耐震診断義務付け建築物] 

・耐震改修促進法第７条第１

項に定める要安全確認計画記載

建築物 

一般緊急輸送道路沿道建築物 
・特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路

に接する一定高さを超える建築物 

・耐震改修促進法第 14条第１

項第３号に定める特定既存耐震

不適格建築物 

(2) 住宅※ 
・戸建住宅（長屋住宅を含む） 

・共同住宅（公共住宅を含む） 

 

(3) 

特定建築物 

  

特定既存耐震不適格建築物 
・多数のものが利用する一定規模以上の建

築物(※) 

・耐震改修促進法第 14条第１

項第１号及び第２号に定める建

築物（本計画では同項第３号

は一般緊急輸送道路沿道建築

物として特定建築物からは除く） 

要緊急安全確認大規模建築物 

・地震に対する安全性を緊急に確かめる必

要がある大規模な建築物[耐震診断義務付

け建築物] 

・耐震改修促進法附則第３条

第１項に定める建築物 

(4) 防災上重要な公共建築物 

・日野市地域防災計画に定める公共建築

物 

① 災害対策本部が設置される庁舎 

② 避難所となる学校、その他災害時応

急対策に必要な施設 

・不特定多数の者が利用する施設 

  

(5) 組積造の塀 

・地盤面からの高さ 1.0ⅿ以上の特定緊急

輸送道路及び自宅から避難所又は緊急避

難場所までの経路（建築基準法第４２条

に規定する道路に限る。）にある塀 

・その他人の通行の用に供する道(建築物の

敷地内の通路を除く。) 

・特定緊急輸送道路に接する建物に附属す

る一定長さ・高さを超える組積造の塀 

・コンクリートブロック塀、組立式コ

ンクリート塀(万年塀)、レンガ、大

谷石等の組積造の塀又は門柱そ

の他これらに類するもの(鉄筋コン

クリート造の塀は除く。) 

※ 市有の特定既存耐震不適格建築物に関しては(4)防災上重要な公共建築物の中で扱う 

※ 昭和 56年 6月 1日から平成 12年 5月 31日以前に着工された戸建住宅(２階建以下の在来軸組工法によるものに限る)

については対象建築物に含む 

 

表 1 対象建築物 
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表 2 緊急輸送道路の定義 

区分 内容 

特定緊急輸送道路 

主要な防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路及び他県からの緊急物資や救援活動

の受入れのための広域的な道路ネットワークを構築し、特に沿道建築物の耐震化を図

る必要がある道路 

一般緊急輸送道路 上記以外の緊急輸送を担う道路 

 

図 2 市内の緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典：東京都耐震ポータルサイト 緊急輸送道路図より] 
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図 3 緊急輸送道路沿道建築物の定義 

 

 

表 3 特定建築物 

用途 

特定既存耐震不適格建築物(※1) 要緊急安全確認

大規模建築物(※

3)の規模要件(法附

則第３条) 

規模要件 

（法第 14 条） 

指示(※2)対象と

なる規模要件（法

第 15 条） 

学

校 

小中学校、義務教育学校、中等教育学校

の前期課程若しくは特別支援学校 

２階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

２階以上かつ 

1,500 ㎡以上 

２階以上かつ 

3,000 ㎡以上 

上記以外の学校 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 
- - 

体育館（一般公共の用に供されるもの） １階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

１階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

１階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場等の運動施設 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

病院、診療所 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

集会場、公会堂 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

展示場 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 

・新耐震基準（昭和 56年 6月 1日施行）導入より前に建築された建築物 

・高さが概ね道路幅員の 1／2 を超える建築物 
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用途 

特定既存耐震不適格建築物(※1) 要緊急安全確認

大規模建築物(※

3)の規模要件(法附

則第３条) 

規模要件 

（法第 14 条） 

指示(※2)対象と

なる規模要件（法

第 15 条） 

卸売市場 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 
- - 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 
- - 

事務所 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 
- - 

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等に類するもの ２階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

２階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

２階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センター等に類するもの 

２階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

２階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

２階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 ２階以上かつ 

500 ㎡以上 

２階以上かつ 

750 ㎡以上 

２階以上かつ 

1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

遊技場 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

公衆浴場 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

飲食店、キャバレー、料理店等に類するもの ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等、サービス業を営む

店舗 

３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場を除く。） ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 
- - 

輌の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するも

の 

３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

自動車車庫など自動車の停留又は駐車のための施設 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

保健所、税務署など公益上必要な建築物 ３階以上かつ 

1,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

2,000 ㎡以上 

３階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 政令で規定するも

の 
500㎡以上 

１階以上かつ 

5,000 ㎡以上 

※1 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に該当するものは含まない。また、本計画においては、耐震改修促進法第 14条第３号の通

行障害建築物は一般緊急輸送道路沿道建築物として別に扱うため、特定建築物からは除く。 
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※2 耐震改修促進法第 15 条第２項に基づく指示。 

※3 耐震改修促進法附則第３条による耐震診断実施の義務付け建築物。 

 

図 4 通行障害建築物となる組積造の塀の要件 

 

 

２. 地震の被害等 

（１） 東京で想定される地震の規模・被害の状況 

 東京都防災会議では、平成24年4月に首都直下型地震等による東京の被害想定を公表し、令和４年５月

25日には見直しを行い、以下に示す 4 つの種類の地震について被害想定をしています。 

 

表 4 東京で想定される地震の種類と規模 

種類 

首都直下型 海溝型地震 
活断層で発生する地

震 

都心南部 

直下地震 

多摩東部 

直下地震 
大正関東地震 立川断層帯地震 

規模 

(マグニチュード) 
M7.3 M8 クラス M7.4 

[出典：首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年 5月 25日公表） 3章 想定される被害(区部・多摩地域の被害

量)を加工して作成] 

 

（２） 市で想定される被害想定結果 

 想定条件 

季節 冬 

発生時間 夕方 

風速 ８m/s 

特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに該当する塀 

・新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施行）導入より前に建築された塀 

・長さが８m を超える塀 

・高さが塀から道路中心線までの距離を 2.5 で除して得た数値を超える塀 
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都心南部地震 多摩東部直下地震 大正関東地震 立川断層帯地震

M８．２ M７．４

計※ 13人 44人 11人 79人

ゆれ　建物被害 5人 25人 3人 44人

屋内収容物 2人 4人 2人 4人

急傾斜地崩壊 0人 0人 0人 1人

火災 3人 12人 4人 26人

ブロック塀等 1人 3人 1人 5人

屋外落下物 0人 0人 0人 0人

計※ 385人 995人 306人 1483人

ゆれ　建物被害 280人 774人 211人 1155人

屋内収容物 49人 86人 49人 90人

急傾斜地崩壊 0人 0人 0人 1人

火災 7人 20人 8人 79人

ブロック塀等 49人 114人 37人 158人

屋外落下物 0人 0人 0人 0人

計※ 42人 135人 32人 229人

ゆれ　建物被害 10人 66人 4人 125人

屋内収容物 11人 19人 11人 20人

急傾斜地崩壊 0人 0人 0人 0人

火災 2人 6人 2人 22人

ブロック塀等 19人 45人 15人 62人

屋外落下物 0人 0人 0人 0人

計※ 209棟 779棟 153棟 1,299棟

ゆれ 203棟 772棟 145棟 1,285棟

液状化 2棟 5棟 4棟 4棟

急傾斜地崩壊 4棟 2棟 4棟 10棟

計※ 1,587棟 2,863棟 1,298棟 3,292棟

ゆれ 1,558棟 2,812棟 1,247棟 3,230棟

液状化 20棟 46棟 43棟 42棟

急傾斜地崩壊 9棟 5棟 9棟 20棟

1.7% 4.6% 1.5% 8.5%

0.3% 1.2% 0.4% 2.7%

11.5% 23.8% 9.3% 30.6%

2.5% 3.7% 2.4% 5.4%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4件 10件 5件 15件

倒壊建物を含む 149棟 553棟 195棟 1,229棟

倒壊建物を含まない 136棟 542棟 188棟 1,194棟

8人 29人 7人 51人

11,721人 27,265人 9,868人 33,608人

18,356人 18,356人 18,356人 18,356人

156,852人 156,852人 156,852人 156,852人

116台 142台 112台 173台

79人 321人 58人 549人

12万t 33万t 10万t 49万t

8m/秒

冬　夕方

区分

地震名

地震規模

時期及び時刻

風速

人的
被害

死者数

原因別

負傷者

原因別

うち重傷者

原因別

物的
被害

全壊棟数

原因別

半壊棟数

原因別

ﾗ
ｲ
ﾌ
ﾗ
ｲ
ﾝ
被
害

電力停電率

閉じ込めにつながり得るｴﾚ ﾍﾞｰﾀｰ停止台数

自力脱出困難者数

災害廃棄物

通信不通率

下水道管きょ被害率

ガス供給停止率

M７．３

上水道断水率

要配慮者死者数

避難者数

火災
被害

出火件数

焼失棟数

そ
の
他

帰宅困難者数

都内 滞留者数

 

[出典：首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年 5月 25日公表）の資料を加工して作成] 

表 5 被害想定結果 
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（３） 地震による地域の危険度 

 東京都は、概ね 5年ごとに行われる「地震に関連する地域危険度測定調査」に より、地震の揺れによる建物倒

壊危険度、火災危険度等について町丁目ごとに測定し、各地域における地震に関する危険性を 5 つのランクで相

対的に評価しています。 直近では令和４年９月に第９回の調査結果が公表され、市内では、建物倒壊危険

度において最も危険性が高い地域で危険度ランク２、火災危険度ランクにおいて最も危険性が高い地域で危険

度ランク３でした。また、総合危険度においては最も危険性が高い地域でも危険度ランク 2でした。 

〈地域危険度測定調査の測定項目〉  

●建物倒壊危険度（建物倒壊の危険性）  

●火災危険度 （火災の発生による延焼の危険性） 

●総合危険度 （上記２指標を合算し、災害時活動困難係数を乗じて、総合化したもの）  

 

 

図 6 日野市におけるランク 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物倒壊危険度 火災危険度 

総合危険度 
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表 6 総合危険度地域別一覧 

総合危険度が

１の地域名 

さくら町、旭が丘１丁目、旭が丘２丁目、旭が丘３丁目、旭が丘４丁目、旭が丘５丁目、 

旭が丘６丁目、栄町１丁目、栄町２丁目、栄町４丁目、栄町５丁目、高幡、三沢、 

三沢１丁目、三沢２丁目、三沢３丁目、三沢４丁目、新町１丁目、新町２丁目、 

新町３丁目、新町４丁目、新町５丁目、神明１丁目、神明２丁目、神明３丁目、 

神明４丁目、西平山１丁目、西平山２丁目、西平山３丁目、西平山４丁目、石田１丁目、 

石田２丁目、多摩平１丁目、多摩平２丁目、多摩平３丁目、多摩平４丁目、 

多摩平５丁目、多摩平６丁目、多摩平７丁目、大坂上１丁目、大坂上３丁目、 

大坂上４丁目、大字宮、大字上田、大字新井、大字川辺堀之内、大字日野、大字豊田 

程久保、程久保１丁目、程久保４丁目、程久保５丁目、程久保６丁目、程久保７丁目、 

程久保８丁目、東平山１丁目、東平山２丁目、東平山３丁目、東豊田１丁目、 

東豊田２丁目、東豊田３丁目、東豊田４丁目、南平１丁目、南平３丁目、南平４丁目、 

南平７丁目、南平８丁目、南平９丁目、日野台３丁目、日野台５丁目、日野本町１丁目、 

日野本町２丁目、日野本町３丁目、日野本町５丁目、日野本町６丁目、日野本町７丁目、 

百草、富士町、平山１丁目、平山２丁目、平山３丁目、平山４丁目、平山５丁目 

豊田１丁目、豊田２丁目、豊田３丁目、万願寺１丁目、万願寺２丁目、万願寺３丁目、 

万願寺４丁目、万願寺５丁目、万願寺６丁目、落川 

総合危険度が

２の地域名 

栄町３丁目、三沢５丁目、西平山５丁目、大坂上２丁目、大字石田、程久保２丁目、 

程久保３丁目、南平２丁目、南平５丁目、南平６丁目、日野台１丁目、日野台２丁目、 

日野台４丁目、日野本町４丁目、平山６丁目、豊田４丁目 

 

（注）総合危険度は、建物倒壊危険度及び火災危険度に災害時活動困難度を加味し、測定している。 

出典：「第９回災害時活動困難度を考慮した総合危険度ランク」（東京都ホームページ）を加工して作成 
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第 2章 耐震化の現状と課題 

１. 緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路沿道建築物は、93.1%が耐震性を満たしている。 

 東京都が指定した特定緊急輸送道路に接する建築物で、高さが道路幅員の 1/2 を超えるものは、市内で

233棟あります。このうち、耐震性が満たされている建築物は 217棟であり、耐震化率は 93.1%となっています。

これは、都全体での耐震化率※（89.0％）と比べ、4.1％高くなっています。 

※令和 7年 6月公表時の数値 
 

表 7 緊急輸送道路に接する建築物の耐震化(単位：棟) 

区分 対象建築物数 a 耐震化完了件数 b 割合 b/a 

特定緊急輸送道路 233 217 93.1% 
 

 

日野市における区間到達率及び総合到達率の考え方について 

 東京都は令和2年3月の耐震改修促進計画の一部改訂により、都県境からある区間に到達できる確率(区

間到達率)と区間到達率の平均値(総合到達率)を新たな目標とすることが掲げられました。都内全域で令和

7年度末までに区間到達率95％未満の区間を解消すること及び総合到達率99％以上を目標としていますが、

日野市内において区間到達率95％未満の区間は存在しないことや近似的に算出した総合到達率は99％以

上となっていることから、日野市の計画においては、引き続き耐震化率の向上を図ることを目指します。 
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区間のイメージ 

区間到達率の算定イメージ 
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使用する道路(特定緊急輸送道路) 通行イメージ 

特定緊急輸送道路沿道建築物の目標設定のイメージ 
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出典：都計画「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化と道路機能確保に係るシミュレーション」より抜粋 

 

 

  

 

 

 

耐震化の効果のイメージ 
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２. 住宅 

（１） 住宅全体 

住宅は、93.0％が耐震性を満たしていると推定される。 

市内の住宅の耐震化率を平成20年から令和５年の住宅･土地統計調査をもとに、都の推計方法に準じて

算定すると、令和８年 3 月時点の住宅総数は約 91,373 戸であり、このうち、84,997 戸の住宅が耐震性を

満たしていると推計され、耐震化率は 93.0%となります。これは都全体の住宅の耐震化率（93.4％）より

0.4％低くなっています。  

種別ごとの耐震化率を比較してみると、居宅（戸建）では 90.0％、共同住宅等では 95.2％となっていま

す。 これは、共同住宅等に比べ居宅（戸建）の方が、構造が木造である割合も高くなっていることに起因して

います。 

 

表 8 住宅の耐震化状況(単位：戸) 

種別 構造 
昭和 56年以前 昭和 57年以降 住宅合計 耐震性を 耐震化率 

旧耐震 耐震性有 耐震性無 新耐震   有する住宅   

居宅 

(戸建) 

木造 7,171 3,540 3,631 27,131 34,302 30,671 89.4% 

非木造 729 511 218 3,401 4,129 3,912 94.7% 

計 7,900 4,051 3,849 30,532 38,431 34,583 90.0% 

共同住宅等 

木造 1,037 295 742 8,285 9,322 8,580 92.0% 

非木造 5,677 3,892 1,785 37,942 43,620 41,835 95.9% 

計 6,714 4,187 2,527 46,228 52,942 50,415 95.2% 

総数 14,614 8,238 6,376 76,759 91,373 84,997 93.0% 

 

（２） 分譲マンション 

分譲マンションは 90.5%が耐震性を満たしていると推定される。 

 市内の分譲マンションは 14,029戸あり、このうち 3,297戸が昭和 56年 5月 31日以前に着工された建築

物となっています。都の推計方法により耐震化率を推計すると 90.5%となり、共同住宅全体の耐震化率よりも

低くなっています。 

表 9 分譲マンションの耐震化状況(単位：戸) 

昭和 56年以前   昭和 57年以降 
合計 

耐震性を有する分

譲マンション 
耐震化率 

(旧耐震) 耐震性有り 耐震性無し (新耐震) 

3,297 1,970 1,327 10,732 14,029 12,702 90.5% 
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（３） 市営住宅 

市営住宅は、全棟が耐震性を有している。 

市営住宅は、令和７年 3月時点で、533戸（20棟）あり、このうち、昭和 56年 5月 31日以前の旧耐

震基準時に建築されたものが 92戸（4棟）で、平成 26年に策定された日野市営住宅長寿命化計画に基

づき、耐震化改修工事を実施しましたので、全棟が耐震性を有しています。 

 

                          表 10 市営住宅の耐震化状況(単位：戸)        令和７年 3月 31日時点 

昭和 56年 

以前 
    

昭和 57年 

以降 合計 

耐震性を有

する市営住

宅 

耐震

化率 
(旧耐震) 耐震性有り 耐震性無し (新耐震) 

92 92 0 441 533 533 100% 

 

３. 特定建築物(民間) 

特定建築物(民間)は、94.7％が耐震性を満たしていると推定される。 

 市内の特定建築物のうち、民間の特定建築物は 305棟あり、耐震化率は 94.7％と推定されます。これは、

都全体の耐震化率（92.9％）と比較すると 1.8％高くなっています。 

 

表 11 特定建築物(民間)の耐震化状況(単位：棟) 

特定建築物 

(種別) 
旧耐震 新耐震 合計 

耐震性を満たす

建築物 
耐震化率 

防災上特に重要な建築物 

(学校、病院) 
13 30 43 37 86.0% 

要配慮者が利用する建築物 

(老人ホーム等、福祉センター等) 
3 26 29 27 93.1% 

不特定多数のものが利用する建築物 

(劇場等、百貨店等、旅館等) 
2 9 11 9 81.8% 

その他の建築物 29 193 222 216 97.3% 

総計 47 258 305 289 94.7% 

※ 令和 7年 3月末日時点の建築基準法第 12条に基づく定期報告をもとに、都の耐震化率の推計方法に

準じて算出した推計値 
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４. 防災上重要な公共建築物 

防災上重要な公共建築物は、全棟で耐震性を有する。 

 日野市地域防災計画で対策本部や救護施設、指定避難所として位置づけられた市施設は 32施設となりま

す。すべての建築物で耐震基準満たしており、耐震化率は 100 ％となります。 

 

                    表 12 防災上重要な公共建築物の耐震化状況(単位：棟)     令和3年3月31日時点 

  対象建築物数 a 耐震化済 b 割合 b/a 

防災上特に重要な建築物（東京都震災対策条例第 17 条） 

（防災情報センター、市役所本庁舎 、市立病院、小中学校（25校）、 生活

保健センター、発達・教育支援センター、市民の森ふれあいホール、南平体育館) 

32 32 100% 

 

５．組積造の塀 

耐震性が不十分な組積造の塀の除却や安全な塀への建て替え等を図る必要がある。 

1）全般 

  大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害が起きていることを踏まえて、道路に面していて

安全性が確認できない組積造の塀については、地震発生時の通行人の安全確保及び救助活動の妨げを防止す

る観点から可能な限り除却や改良工事等を行うことが望ましいです。 

 

  2）通行障害建築物となる組積造の塀 

平成31 年1月の耐震改修促進法施行令等の改正により、建物に附属する組積造の塀が通行障害建築物 

に追加されました。東京都は特定緊急輸送道路の通行機能を確保するため当該道路に面する組積造の塀のうち、

長さ 8mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線ま

での水平距離に当該前面道路の幅員の２分の１に相当する距離を加えた数値 を 2.5 で除して得た数値を超

えるブロック塀等であって、建物に附属するもの（以下「通行障害建築物となる組積造の塀」という。）を「要安全

確認計画記載建築物」として令和２年４月１日から耐震診断の実施を義務付けました。本要件に該当する塀

については早期に安全性を確認する必要があります。 
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6．計画の達成状況(振り返り) 

表 13 前回計画(令和 3年度～令和 7年度)の達成状況 

建築物の種類 令和 3年度 令和 7年度目標値 令和 7年度末実績値 差分 

①緊急輸送道路沿道建築物 93.１%※１ 95% 93.1% ±0％ 

②住宅 90.2% 95％ 93.0％ +2.8％ 

③特定建築物 94.4%※2 95％ 94.7％ +0.3％ 

④防災上重要な公共建築物 100%    

 

※1 前計画時点から東京都の調査により新たに旧耐震基準の沿道建築物が１棟増加したため、前回策定時の耐震化率を

修正します。 

※2 建築基準法第 12 条に基づき提出された直近の定期報告をもとに算出しており、報告者側の錯誤のより、前回報告時点

では耐震性が有るとされていた 2 棟の建物が、耐震性の有無が不明な建物に変更となったため、前回策定時の耐震化率を

修正します。 

 

(１)緊急輸送道路沿道建築物 

取り組み：補助制度を運営し、物価高騰に伴う助成単価の見直しなど行うとともに、所有者に個別訪問を年に 1

回以上行いました。 

成 果：前回計画時点から、耐震化の実績はありませんでした。 

課 題：取り組みを実施したものの依然として 16棟の緊急輸送道路沿道建築物が耐震化には至りませんでし

た。耐震化に至らない要因は、アンケート結果にある通り、耐震改修に係る所有者の費用負担が最も挙

げられます。また、その他、耐震化の進め方や占有者との合意形成が原因となり耐震化が困難となってい

る事案もあります。 

 

＜緊急輸送道路沿道建築物に係る所有者アンケート結果＞ 

 緊急輸送道路沿道建築物の所有者 19名にアンケートを実施したところ、４件の回答が得られた。 

 回答の内容については下記のとおりとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

20 

 

 

(２)住宅 

 取り組み:旧耐震基準の木造住宅耐震化及び分譲マンション耐震化に関する補助制度を運営し、広報誌など

で周知を行いました。また、分譲マンションについては東京都が発行している、マンション耐震化通信など

を通じて、直接旧耐震基準のマンションに耐震化の必要性を周知しました。 

木造住宅耐震化補助金については国都の制度改正に合わせ補助額などを最大限、拡充してきました。

また、分譲マンションについても物価高騰に伴う助成単価の見直しなどを行いました。 

成 果：計画期間中に、戸建住宅を 47棟耐震化し、分譲マンションについては 14棟 467戸の耐震化を実

施できました。 

 課 題：補助制度の運営、定期的な意識啓発活動は行っているものの、目標達成には至っておりません。所

有者の金銭的負担や高齢化などが原因であると分析しております。また、分譲マンションの管理組合で

の合意形成や所有者の意思決定がなされ耐震化件数が増えるには一定の時間を要します。 

 
 

(３)特定建築物 

取り組み：建築基準法第 12条に基づく定期報告による各特定建築物の耐震化の状況等を確認しました。 

 成 果：0.3％耐震化率を向上させることができました。 

 課 題：東京都が発信した耐震改修に関する情報はありますが、市から特定建建物の所有者への情報発信

はチラシでの普及啓発に留まっております。 
 

 

(４) 防災上重要な公共建築物 

 成果：前回計画(令和 2年)時点で耐震化を達成済です。 

 対応：建築物の機能維持のため適切な管理に努めます。 
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第３章 取り組みの基本方針 

１. 耐震化の目標 

 建築物の種類ごとの目標は以下の表 14 のとおりとします。 

表 14 耐震化率の目標 

建築物の種類 令和 7年度実績値 令和 12年度目標値 

①緊急輸送道路沿道建築物 93.1% 95％ 

②住宅 93.0％ 96％ 

③特定建築物 94.7％ 95％ 

④防災上重要な公共建築物 100％ ― 

⑤組積造の塀 可能な限り解消※ 

※ 棟数の把握は困難なため耐震化率を求めない。 

 

２. 基本的な取り組み方針 

（１） 建物所有者の主体的な取組 

 住宅・建築物の耐震化の促進にあたっては、自助・共助・公助の原則を踏まえ、まず、建物所有者が自らの問

題であり、かつ、地域の問題であることを認識し、主体的に取組むことが不可欠です。また、地震による住宅・建築

物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命と財産はもとより、道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大

な影響を与えかねないということを十分に認識して耐震化に取組むことも必要です。 

 

（２） 市の支援 

 市は、建物所有者が耐震診断及び耐震改修を実施しやすくするための財政的支援や、広報・耐震対策のチラ

シ・ホームページなどによる情報提供と耐震相談等の技術的な支援を行います。 

  

（３） 耐震化を促進するための関係者との連携 

 市は、耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、都及び関係団体と十分連携して取り組むこととします。 

 

３. 重点的に取り組むべき施策 

（１） 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

耐震診断が義務化されている市内の建築物の耐震診断は完了しております。耐震診断が義務化されている建

築物はその結果を市のホームページで公表しています。 

また、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率は 93.1％となっており、地震により防災上重要な道路の沿

道建築物が倒壊し、道路閉塞を起こさないようにするため、耐震性を有していない建築物については、補強設計や

耐震改修または建替え、除却等の耐震化を実施していただけるよう補助制度を継続的に実施します。対象建築

物の所有や使用形態、所有者の経済状況等様々な事情により、耐震化につながらない場合であっても、所有者

に対し耐震化の重要性、必要性を改めて認識していただき、次の段階に進んでいただくように戸別訪問等で働きか

けを行います。 
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事業の啓発や実施にあたっては、国や都の支援を活用し、関係団体とも連携しながら進めていきます。 

 

（２） 木造住宅の耐震化 

地震による人的被害は、住宅の倒壊によるものが多くなっています。また、住宅が倒壊した場合、道路閉塞や出

火によって避難や救急・消火活動が妨げられ、大規模な市街地火災がひきおこされるなど、広範かつ甚大な被害

につながるおそれがあります。市では、広く土地区画整理事業を展開しており、道路、公園等の公共施設の整備

改善とともに良好な宅地を供給することで、災害に対する安全性を確保し、安全安心なまちづくりを実現してきてい

ます。 

住宅の中でも木造の居宅（戸建）は耐震化率が低くなっており、これまでも重点的に耐震化に取り組んでいま

す。今後も、住宅の所有者が主体的に耐震化に取り組めるよう、市民が相談しやすい環境づくりや支援策につい

て、広報やパンフレット等を活用して啓発するとともに、都や関係団体等と連携しながら耐震診断の普及、耐震改

修の促進を図っていきます。 

財政面での支援として、平成 15 年度から耐震診断に係る助成事業を設けています。また平成 24 年度からは

耐震改修工事等に係る助成事業を設け、それぞれに助成してきており、一定の成果が上がっています。今後も、

助成制度の普及啓発を図るとともに、国等補助制度を活用しながら財政面の支援を継続していきます。 

さらに、熊本地震での新耐震建築物の被害状況を受けて、昭和 56年 6月 1日から平成 12年 5月 31日

までの木造住宅においても耐震診断に関する助成制度の創設を行いました。令和５年１月１日には能登半島

地震が発生したことで社会的関心が高まり、新耐震基準の木造住宅においても、耐震診断の件数を実施する住

宅が増加しました。 

これまで 17件の診断結果については、すべての住宅が現行の耐震基準(Iw値 1.0以上)を満たしていないこと

が判明したため、本計画期間内に、改修費補助制度の創設について検討を行い、補助制度が創設された場合に

は、本計画に記載する耐震化が必要な対象建築物の補助対象に加えます。 

 

＜対象建築物＞ 

昭和 56（1981）年 5月 31日以前に建築された建築物または、平成 12(2000)年 5月 31日以前に建

築された建築物（2階建て以下で在来軸組工法に限る） 

 

（３） 分譲マンションの耐震化(継続) 

 分譲マンションの耐震化率は 90.5%となっており、共同住宅全体の耐震化率より低くなっています。 

 分譲マンションは戸建て住宅より規模が大きいため、地震により建物が倒壊した場合、周辺に対する影響は大き

くなります。また、分譲マンションの耐震化は、賃貸マンションとは異なり、区分所有者が複数存在するため、耐震化

に向けた合意形成を図るのが困難な状況が見受けられます。このような状況の下、国や都では、分譲マンションの

耐震化に対して補助制度を設け、対策を講じる区市町村に対して支援しており、日野市においても、平成 28 年

度より助成制度を設け、分譲マンションの耐震化に関する取組を推進しています。 

助成制度については、耐震診断、補強設計や改修工事に関する支援だけでなく、耐震化の必要性や合意形

成に関し、管理組合等に助言するためのアドバイザー派遣など総合的な支援策を設け、分譲マンションの耐震化を

促進していきます。 
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（４）  民間の特定建築物の耐震化(継続) 

民間の特定建築物の所有者の多くは、自己の所有する建物が耐震改修促進法に規定された特定建築物に

該当するということ自体を理解していないことが想定されます。そのため、各種パンフレットや市の広報等により、耐震

化の必要性や建物所有者の責務等について積極的な啓発を行っていくことが必要となります。 

特定建築物の調査による正確な実態把握に努め、その結果、特定建築物と判断された昭和 56 年以前の建

築物の所有者には、耐震診断や耐震改修に向けての相談、助言を関係団体等と連携しながら行い、計画的に

耐震化を促進していきます。 

 

（５） 組積造の塀の撤去・改良工事 

    組積造の塀の倒壊による被害の防止を図り、災害に強いまちづくりの推進・生け垣による緑化の推進・安全で

快適な歩行空間の形成を推進するため、組積造の塀の所有者に対して広報やパンフレット等を活用して啓発を

行い、組積造の塀の撤去及び改良の促進を図っていきます。 

財政面での支援として、平成 30 年度から撤去・改良に係る助成事業を設け、組積造の塀の所有者に対 

し、組積造の塀の撤去や木塀の設置に要する経費の一部を補助する制度を創設しました。当面の間、助成制

度の普及啓発を図るとともに、国及び東京都の補助制度を活用しながら財政面の支援を継続していきますが、

より必要な方へ支援を行うために補助要件の見直し等を行います。 
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第 4章 耐震化に関わる総合施策の展開 

１. 市における耐震化施策 

（１） 日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等に関する助成 

助成名 日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

担当窓口 都市計画課 

要項 

日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱に基づき、特定緊急輸送道路沿道

の建築物の所有者の方が、耐震改修工事等を行う際の負担を軽減するため、緊急輸送道路沿道建築物

耐震化促進事業による助成金を交付している。 

対象条件 

①昭和 56年(1981年)5月 31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を

除く) 

②日野市内の特定緊急輸送道路に面する特定緊急輸送道路沿道の建築物であること 

③他の耐震化促進助成制度の適用を受けていないもの 

助成額 

＜補強設計＞ 

A・B のうち低い額×助成率 10/10 

 A.実際に耐震診断に要する費用 

 B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 

 

助成基準単価 

 延べ面積 1,000㎡以内の部分・5,000円/㎡ 

 延べ面積 1,000㎡を超え 2,000㎡以内の部分・3,500円/㎡ 

 延べ面積 2,000㎡以上の部分・2,000円/㎡ 

＜耐震改修工事＞ 

A・B のうち低い額×助成率 9/10 

 A.実際に耐震診断に要する費用 

 B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 

 

助成基準単価 

 一般的な耐震改修工事の場合・57,000円/㎡(マンションの場合は 51,700円/㎡) 

 免震工法等の特殊工法の場合・93,300円/㎡(マンションの場合は 86,400円/㎡) 

 住宅(マンションを除く)の場合・39,900円/㎡ 

＜建て替えおよび除却工事＞ 

A・B のうち低い額×助成率 9/10 

 A.実際に建て替えおよび除却に要する費用 

 B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 

 

助成基準単価 

 一般的な耐震改修工事の場合・57,000円/㎡(マンションの場合は 51,700円/㎡) 

 住宅(マンションを除く)の場合・39,900円/㎡ 

国・都 

財源名称 

・地域防災拠点建築物緊急促進整備事業 

・東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業補助金 

※助成基準単価については年度によって変動あり 
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（２） 日野市木造住宅耐震改修等に関する助成 

助成名 日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金 

担当窓口 都市計画課 

耐
震
診
断 

要項 

建物の安全性を確認してから耐震補強工事を考えられている方に、一般社団法人東京都建築士事務

所協会支部または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所の診断を受けてい

ただき、その診断費用を助成する。 

対象条件 

①市内にある木造建築物 

②昭和 56（1981）年 5月 31日以前に建築された建築物または、平成 12(2000)年 5月 31日

以前に建築された建築物（2階建て以下で在来軸組工法に限る） 

③居住の用に供する一戸建ての住宅（延べ面積の 2分の 1以上を住宅の用途に供している建築物を

含む） 

④対象建築物の所有者であり、市税を完納している者 

助成額 耐震診断に要した経費（2万円以上の診断費用を対象）の 3分の 2以内の額とし、8.8万円を限度 

耐
震
改
修 

要項 木造住宅の耐震改修工事(建て替え含む)に要する経費の一部を助成する。 

対象条件 

①市内にある木造建築物 

②昭和 56（1981）年 5月 31日以前に建築された建築物 

③居住の用に供する一戸建ての住宅（延べ面積の 2分の 1以上を住宅の用途に供している建築物を

含む） 

④対象建築物の所有者であり、市税を完納している者 

⑤財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法または

精密診断による上部構造評点が 1.0未満である木造住宅を上部構造評点が 1.0以上にする工事 

助成額 
助成対象工事に要した経費（10万円以上の工事を対象）の 5分の 4以内の額とし、95万円を上

限。ただし、市内業者が行う工事は 115万円が上限 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

要項 バリアフリーに係る改修工事を行った場合の経費の一部を助成する。 

対象条件 

①市内にある建築物 

②築 1年以上経過したもの（集合住宅は専有部分に限る。） 

③居住の用に供する住宅(併用住宅の場合、床面積の 2分の 1以上を住宅として使用していること) 

助成額 
補助対象となる工事に要した経費（10万円以上の工事を対象）の 10分の 1以内の額とし、20万

円を上限 

断
熱
改
修 

要項 
天井、床、壁及び屋根裏の内部に断熱材等を充填し、当該壁面等の断熱性能を向上させる工事に対

して助成する。 

対象条件 

①市内にある木造建築物 

②築 1年以上経過したもの 

③居住の用に供する一戸建ての住宅(併用住宅の場合、床面積の 2分の 1以上を住宅として使用して

いること) 

助成額 
補助対象となる工事に要した経費（10万円以上の工事を対象）の 6分の 1以内の額とし、20万円

を上限 

国・都財源名称 

・社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業) （耐震診断・耐震改修） 

・社会資本整備総合交付金（地域住宅計画） （バリアフリー改修及び断熱改修） 

・東京都戸建住宅耐震化促進事業補助金（耐震診断・耐震改修） 

※耐震改修、バリアフリー化及び断熱改修を併せて行う場合は、補助金の合計額は 115 万円（市内事業

者が行う場合は 135万円）が限度 
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（３） 日野市分譲マンション耐震改修等に係る助成 

助成名 日野市分譲マンション耐震改修工事等助成 

担当窓口 都市計画課 

要項 

日野市分譲マンション耐震改修工事等助成要綱に基づき、分譲マンションの係る耐震アドバイザー派遣、

耐震診断、補強設計、耐震改修工事に要する経費の一部を助成する。 

昭和 56年 5月 31日以前に建築に着手した分譲マンションの管理組合に対して、耐震化を検討する段

階から改修工事に至るまで支援する。 

対象者 
①分譲マンションの管理組合 

②助成事業を実施することに対して、区分所有者の承認を得て決議してあるもの 

対象条件 

①市内にある建築物 

②昭和 56（1981）年 5月 31日以前に建築された建築物 

③耐火建築物又は準耐火建築物である 

④地階を除く階数が 3階以上の建築物 

⑤建築基準法及びその他関係法令に適合した建築物 

⑥特定沿道建築物でない建築物 

助成額 

＜耐震アドバイザー派遣＞ 

実際に耐震アドバイザー派遣に要する費用で、1回あたり 50,000円を限度として、10/10補助 

※1 つの管理組合につき、5回まで利用可 

＜耐震診断＞ 

A・B のうち低い額×助成率 2/3 

 A.実際に耐震診断に要する費用 

 B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 

 

助成基準単価 

 延べ面積 1,000㎡以内の部分・3,670円/㎡ 

 延べ面積 1,000㎡を超え 2,000㎡以内の部分・1,570円/㎡ 

 延べ面積 2,000㎡以上の部分・1,050円/㎡ 

＜耐震補強設計＞ 

A・B のうち低い額×助成率 2/3 

 A.実際に耐震診断に要する費用 

 B.助成対象基準額(延べ面積×2,000円) 

＜耐震改修工事＞ 

A・B のうち低い額×助成率 23％ 

  A.実際に耐震改修に要する費用 

  B.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価) 

 

 助成基準単価 

  1,000 平方メートル以上：1平方メートルあたり 51,700円×延べ面積 

（※特殊工法にあっては、1平方メートル 86,400円×延べ面積） 

1,000 平方メートル未満：1平方メートルあたり 39,900円×延べ面積 

※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額 

※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含む 

国・都 

財源名称 

・社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 

・東京都マンション耐震化促進事業補助金 
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（４） 組積造の塀に関する助成 

助成名 日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金 

担当窓口 都市計画課 

要項 
地震によるブロック塀等の倒壊による被害の防止を図るため、ブロック塀等の撤去及び撤去後に行う木塀の

設置に要する経費の一部を補助する。 

対象者 

①ブロック塀等の所有者であること。 

  ※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所、神社などの法人も対象となる。 

②市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。 

③補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の 

同意を得ていること。 

④国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。 

⑤暴力団又は暴力団関係者でないこと。 

対象条件 

①市の区域内に存するブロック塀等であること。 

②道路等に面するブロック塀等又は避難地に隣接する敷地であって当該避難地に面しているブロック塀等

であること。 

③ブロック塀等が面する道路地表面からの高さが１メートル以上であるブロック塀等であること。 

④市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。 

⑤宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う

ものでないこと。 

助成額 

＜撤去工事（基本型）＞ 

A・B のうち最も低い額×助成率 3/4 (120,000円上限) 

 A.実際に撤去工事に要する費用 

 B.対象長さ×20,000円 

＜撤去工事（改善型）＞ 

A・B のうち最も低い額×助成率 4/5 (200,000円上限) 

 A.実際に撤去工事に要する費用 

 B.対象長さ×25,000円 

＜木塀設置工事＞ 

（撤去工事に係る助成金）+（工事単価-1 メートルあたり 80,000円）×塀の長さ 

国・都 

財源名称 

・社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 

・東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金 
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２. 税制等に関する支援 

（１） 耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除 

助成名 耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除 

担当窓口 税務署、都市計画課 

要項 
耐震化促進のため、一定の要件に適合する耐震改修をした住宅について、所得税額から特別控除を受け

られる耐震改修促進税制について周知している。なお、減税の申告先は税務署となる。 

対象条件 

・自ら居住の用に供する木造住宅であること 

・昭和 56年 5月 31日以前に建築されたものであること 

・現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったものであること（改修年次による制限あり） 

減額内容 

・耐震改修に要した費用の 10％に相当する額かつ 25万円が上限 

（補助事業を受けた場合は、耐震改修に要した費用から補助額を差し引いた額の10％かつ25万円が上

限） 

・控除期間は 1年間 

 

（２） 固定資産税減額制度 

助成名 耐震改修住宅に対する家屋の固定資産税減額制度 

担当窓口 資産税課 

要項 
昭和 57年 1月 1日以前に建築された住宅で、令和８年 3月 31日までに建築基準法に基づく一定の

耐震改修工事を行い、次の要件を満たす場合、以下の減額措置を受けられる。 

対象条件 
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 

・耐震改修に要した費用の額が住宅 1戸あたり 50万円を超えること 

減額内容 

・減額期間 1年度分、家屋に係る税額の 2分の 1 

（ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建

築物」であった場合は、減額期間は 2年度分） 

 

助成名 
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に対する家屋の

固定資産税減額制度 

担当窓口 資産税課 

要項 
令和８年 3月 31日までに、政府の補助を受けて耐震改修工事を行い、次の要件を満たす場合、以下の

減額措置を受けられる。 

対象条件 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全

確認大規模建築物」であること 

・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 

・政府の補助を受けて耐震改修が行われたもの 

減額内容 
・減額期間 2年度分、家屋に係る税額の 2分の 1（ただし、工事費の 2.5 パーセントに相当する金額が

上限） 

※各助成要項中に記載の日付については、令和 7年 12月 2日現在によるものです 
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３. 耐震化を促進するための環境整備 

（１） 普及啓発 

①  耐震化への意識啓発 

市民が建物の耐震化について関心を持ち、意識を高めていくことが重要となります。 

市では、広報やホームページを活用して建物の耐震化の必要性や重要性、市やその他の支援制度等の

情報提供を図っていきます。また、より効果的な耐震化促進を目指して、「日野市住宅耐震化緊急促進アク

ションプログラム」に基づき、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進や経済的負担の軽減を図り、住宅の

耐震化をさらに促進します。 

また都では、耐震改修事例について、創意工夫がみられ、費用対効果に優れており、広く活用が可能なも

のをリーフレット等で紹介をしています。これらの国や東京都で作成されたリーフレット等を活用することにより、

幅広い情報発信を行うとともに、都や関係団体と連携し、耐震化に関する相談会やイベント等の情報を提供

し、市民や所有者の参加を促し、意識啓発を図っていきます。 

 

② 相談体制の充実強化 

住宅・建築物の耐震化を促進するためには、耐震化に向けた助言や情報提供などにより、市民や建築物

所有者等のニーズに的確に対応することが重要となります。また、身近で手軽に相談できる窓口体制が整備

されていることも必要となります。 

平成 28年 4月時点では様々な部署で助成制度を設けているため、相談窓口が複数ある状況でしたが、

助成制度や相談窓口の一元化を実現した結果、建物所有者や建設関連業者が相談しやすい環境整備を

図ることができました。今後も、相談しやすい体制を維持します。 

また、特定緊急輸送道路沿道建築物や分譲マンションについては、都や関係団体と連携して耐震化に向

けた助言や指導などを行う信頼できる専門家を紹介し、建物所有者が安心して耐震化に取り組める環境整

備に努めます。 

 

③ 日野市防災マップ・洪水ハザードマップの活用 

市では、市民の防災意識の向上や事前の備えに役立つよう日野市防災マップ・洪水ハザードマップを作成

し、知っておいていただきたい情報を掲載しています。これらの防災情報を積極的に活用して、市民の防災に

関する意識啓発を図っていきます。 

また、防災週間などイベントの機会を利用して、耐震化に関する相談会の開催、耐震化に関する機器の

展示、写真、ビデオ放映やパンフレット等の配布により情報提供を充実させます。 

 

（２） 建物所有者への指導・助言等 

耐震化を促進するため、特定建築物の所有者に対し耐震改修促進法や建築基準法に基づく指導・助言

等を行っていきます。 
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（３） 関係団体との連携 

市は、都や他自治体及び建築関係団体、地域住民等と適切な役割分担のもとに、連携・協力して建築

物の耐震化の促進に取組むことが必要です。 

 

①  都や他自治体との連携 

市は、耐震改修の目標実現のために、耐震改修に関する行政施策を推進する都や他自治体との連携を

図っていきます。 

 

② 関係団体、事業者との連携 

市内の建築設計者・工事業者、その他関係団体等でつくる組織との情報交換を行い、耐震診断及び耐

震改修等の普及・促進に取組んでいきます。 

 

③ 地域住民との連携 

耐震改修の促進は、地域として耐震化の意識を高めることが重要です。市は、地域住民との連携を図るた

めに、相談会の開催やパンフレットの配布等により、きめ細かく耐震化の促進を図っていきます。 

また、災害時の避難や消火活動は、地域の人々が組織的に災害に対応することが重要であることから、自

治会や町内会等の地域住民との連携のもと、建築物の耐震改修の促進に取組んでいきます。 

 

 

４. その他の安全対策 

（１） 家具類の転倒・落下対策 

近年発生した大地震の被害状況を分析すると、家具類の転倒及び落下を原因として負傷する事例や、倒れた

家具類が避難経路をふさいでしまい、避難の支障になることがありました。市ホームページや広報などを通じて家具

類の固定についてより一層啓発を図ります。 

 

（２） 落下物等の防止対策 

①窓ガラスの落下防止対策 

平成 17 年３月に発生した福岡県西方沖地震では、市街地に立地する建築物のガラスが割れ、道路に

大量に落下する事態が発生した。これを機に、地震発生時の窓ガラスの落下、飛散による人身事故の危険

性が改めて問題となり、はめ殺し窓の窓ガラスの実態調査を行いました。 

今後も、窓ガラスの落下防止対策について、適正な維持管理を建物所有者等に依頼します。 

②外壁タイル等の落下防止対策 

平成 17 年６月に都内のオフィスビルにおいて、外壁タイルの落下により負傷者を出す事故が発生しました。

これを受け、外壁タイル等の落下により危害を与えるおそれのある傾斜した外壁を有する建物所有者に対して、

実態調査を行いました。 

今後も、外壁タイル等の落下により危害を与えるおそれのある傾斜した外壁を有する所有者等に対し、適

正な維持管理を依頼します。 
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   ③屋外広告物の落下防止対策 

地震の際、看板などの屋外広告物が脱落することがないよう、屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189

号）や東京都屋外広告物条例（昭和 24 年東京都条例第 100 号）、道路法（昭和 27 年法律第

180 号）に基づき、看板の設置者に対して、屋外広告物設置の許可申請時や設置後の維持管理の機会

を捉えて、改善指導を行っていきます。 

 

（３） エレベーターの閉じ込め防止と挟まれ防止対策等 

平成 17 年７月に発生した千葉県北西部地震ではエレベーターの閉じ込め事故が多発しました。また、平成

18 年 6 月に都内の特定公共賃貸住宅でエレベーターのかごの戸が開いたまま動き、利用者が挟まれ死亡する

事故が発生しております。これらの事故を契機として、平成 21年９月に施行された改正建築基準法施行令で

は、地震時管制運転装置や戸開走行保護装置の設置など安全対策が義務付けられました。さらに、平成 23

年３月に発生した東日本大震災を踏まえ、エレベーターの主要な支持部分の構造やエスカレーターの脱落防止

対策なども盛り込まれました。 

近年、地震によるエレベーターの閉じ込め被害や異常動作による挟まれ事故が発生していることから、都と連

携して、これらの対策が講じられていない既存のエレベーターについて、閉じ込め防止対策や挟まれ防止対策の

周知啓発を行います。 

 

 


